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京都学園大学同窓会会則 
 

第１章   総則 
 
   （名称） 

第 1条  本会は、京都学園大学同窓会（以下「本会」という。）と称する。 
 
（目的） 

第 2条  本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校京都学園大学の発展に寄与する 

ことを目的とする。 
 
（事業） 

第 3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）機関紙（会報）の発行 

（２）会員名簿の管理 

（３）講演会その他諸集会の開催 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 
 

（事務所） 

第 4条  本会の事務局を京都学園大学内に置く。 
 

（支部） 

第 5条  本会は必要に応じ支部を置く。 

２  支部に関する規定は、別にこれを定める。 

 

第２章   会員 
 

（会員の構成） 

第 6条  本会の会員は、正会員、準会員、特別会員および名誉会員の４種とする。 

２  正会員は、次の各号のとおりとする。 

（１）京都学園大学各学部を卒業した者および京都学園大学大学院を修了した者 

（２）京都学園大学各学部および京都学園大学大学院に在籍した者で、理事会が承認 

した者 

３  準会員は、京都学園大学各学部および京都学園大学大学院の在籍者 

４  特別会員は、京都学園大学の現旧教職員 

５  名誉会員は、本会に特別の関係ありと認め、理事会が推薦し総会で承認された者 
 

（会員資格の喪失） 

第 7条  会員が次に掲げる事由に該当するときはその資格を喪失する。 

 （１）死亡 

      （２）退会を申し出て、理事会で承認されたとき。 

（３）本会の名誉を毀損した者、本会の目的に違反する行為があった者で、理事会にお 

いて除名を議決されたとき。 
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第３章   役員 
 

（役員の構成） 

第 8条  本会に、次の役員をおく。 

（１）会長        １名 

（２）副会長       ３名 

（３）理事       若干名 

（４）常任理事     若干名 

（５）会計理事      ２名 

（６）監事        ２名 

（７）顧問       若干名 
 

（役員の選出と職務） 

第 9条  役員の選出および職務は、次の各号のとおりとする。 

（１）会長は、理事のうちから選出し、この会を代表し会務を総括する。 

（２）副会長は、理事のうちから会長が委嘱し、会長事故あるときは会務を代行する。 

（３）理事は原則、各年次の卒業生のうちから選出し、この会の会務を決議する。 

（４）常任理事は、理事のうちから選出し、この会の会務を執行する。 

（５）会計理事は、理事のうちから選出し、この会の財務を管理する。 

（６）監事は、会長が委嘱し、この会の財務を監査する。 

（７）顧問は、これを会員の中から会長が委嘱し、必要あるとき相談にあずかるもの 

とする。 
 

（役員の任期） 

第 10条  役員の任期は、４年とする。 ただし、再任を妨げない。 

２  やむをえない事情の場合、理事会の承認をえて退任することができる。 

３  任期終了後も次の役員決定までは、その職にあるものとする。 

４  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４章   会議 
 

（会議） 

第11条  本会の会議は、次の通りとする。 

（１）総会 

（２）理事会 

（３）常任理事会 

（４）支部長会 
 

（会議の招集、議長） 

第12条  会長は会議を召集し、それぞれの議長となる。  

２  会長に事故ある時は副会長が、これにあたる。 
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（会議の成立） 

第13条  理事会及び常任理事会の成立は、それぞれの会議構成員の過半数の出席によ 

るものとし、総会については、総会開催通知による当日の出席者をもって成立す 

るものとする。 
 

（会議の議決） 

第14条  議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

２  重要事項に関する議事に関しては、出席者の３分の２以上の同意を必要とする。 
 
（会議の議事録） 

第15条  会議には議事録を作成し、議長及び議長が指名した出席者代表２名が署名押 

印し、事務局に保管するものとする。 
 

（総会） 

第16条  総会は、本会の最高議決機関であって、会則の変更について審議し、決議す 

る。 

２  総会は、正会員で組織し、定時総会および臨時総会とする。 

３  定時総会は、本会会報およびその他の方法で周知し、毎年１回開催するものとする。 

４  臨時総会は、理事会において必要と認めたとき開くことができる。 

５  定時総会は、理事会の決議事項の報告を受け、承認する。 

６  定時総会においては、会員交流並びに会員の文化、福祉等の向上を図る事業を実施 

することができる。 
 

（理事会） 

第17条  理事会は、会長・副会長・理事・常任理事・会計理事および支部長で構成す 

る。 

２  理事会は、原則として年２回以上開催するものとする。 

３  理事会は、次の各号について審議、決議する。 

（１）年間の事業計画に関すること 

（２）予算および決算に関すること 

（３）会則変更の提案に関すること 

（４）役員の選任および解任に関すること 

（５）その他この会の管理運営についての重要事項 

４  緊急の場合には、常任理事会の決議を以て理事会の決議にかえることができる。 

５  監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。 
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（常任理事会） 

第18条  常任理事会は、会長・副会長・常任理事および会計理事で構成する。 

２  常任理事会は、原則として年４回以上開催するものとする。 

３  この会の運営について必要に応じて委員会を設置することができる。 

４  常任理事会は、次の各号について審議し、会務の執行を行う。  

（１）理事会の決議執行に関する事項 

（２）理事会の委任事項 

（３）事務局関係規定の制定等に関する事項 

（４）その他会務の執行に関する重要事項 
 
 

（支部長会） 

第19条  支部長会は、本会の諮問機関とする。 

２  支部長会は必要により会長が招集して、支部の意見を聴き、本会の運営に反映さ 

せる。 

 

第５章   会計 
 

（会計年度） 

第20条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 
 

（経費） 

第21条  本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 
 

（会費） 

第22条  正会員は、会費を納入しなければならない。 

２ 正会員の会費は２５,０００円とし、終身会費とする。 

３ 準会員は、各学部においては第４年時、大学院においては第２年時にそれぞれ納入し、 

卒業時にこれをもって終身会費に充てる。 

４ 既納の会費は返還しない。ただし、準会員で退学・除籍等になった者から申し出があ 

った場合には、これを返還することができる。 

５ 会費を納入していない会員は、会員としての権利を行使できない。 

 

第６章   事務規定 
 

（事務局） 

第23条  本会に事務局を置く。 

２  本会の事務を処理するため必要がある時は、嘱託をおくことができる。その手当 

ては、会長が理事会の議を経て決定する。 
 

（財産の管理） 

第24条  本会の財産は理事会がこれを管理する。 
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（役員の報酬） 

第25条  役員はすべて無報酬とする。 
 

（帳簿） 

第26条  本会には次の帳簿を備えつけなければならない。 

（１）会員名簿 

（２）会計帳簿 

（３）その他必要な帳簿 
 

（住所変更） 

第27条  本会員は住所、氏名、職業、勤務先等一身上の変更を生じたときは速やかに 

書面にて、本部まで通知しなければならない。 

 

第７章   会則の変更 
 

第28条  この会則の変更は、理事会の議を経て総会において出席者の３分の２以上の 

同意をもって決定する。 

 

第８章   附則 

１   この会則は、昭和４８年 ４月 １日から施行する。 

２   この会則は、昭和５２年１１月 １日から施行する。 

３   この会則は、昭和５８年１１月 ３日から施行する。 

４   この会則は、平成１３年 ５月１２日から施行する。 

５   この会則は、平成２０年１０月２６日から施行する。 

６   この会則は、平成２２年１０月３１日から施行する。 

７   この会則は、平成２９年１０月２８日から施行する。 


